
単位:円

午前9時～正午 午後1時～午後5時 午後6時～午後10時 午前9時～午後10時 その他（1時間当り） 午前9時～正午 午後1時～午後5時 午後6時～午後10時 午前9時～午後10時 その他（1時間当り）

入 営利、宣伝又はこれに類する 平　日 14,130 18,870 23,580 56,580 6,300 28,260 37,740 47,160 113,160 12,600

場 目的に使用するとき 土、日、祝日 17,660 23,590 29,480 70,730 7,880 35,320 47,180 58,960 141,460 15,760

無 平　日 4,710 6,290 7,860 18,860 2,100 14,130 18,870 23,580 56,580 6,300

料 土、日、祝日 5,890 7,860 9,830 23,580 2,630 17,670 23,580 29,490 70,740 7,890

平　日 14,130 18,870 23,580 56,580 6,300 28,260 37,740 47,160 113,160 12,600

土、日、祝日 17,660 23,590 29,480 70,730 7,880 35,320 47,180 58,960 141,460 15,760

平　日 16,960 22,640 28,300 67,900 7,560 33,920 45,280 56,600 135,800 15,120

土、日、祝日 21,200 28,300 35,380 84,880 9,450 42,400 56,600 70,760 169,760 18,900

平　日 20,350 27,170 33,960 81,480 9,070 40,700 54,340 67,920 162,960 18,140

土、日、祝日 25,440 33,960 42,450 101,850 11,340 50,880 67,920 84,900 203,700 22,680

平　日 24,420 32,600 40,750 97,770 10,880 48,840 65,200 81,500 195,540 21,760

土、日、祝日 30,530 40,750 50,940 122,220 13,600 61,060 81,500 101,880 244,440 27,200

備　　　考 １　「平日」とは、月曜日から金曜日まで（３に規定する休日を除く。）をいう。

２　「祝日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいう。

３　「入場有料」とは、入場料、会費等の名称にかかわらず入場者から料金を徴収する場合をいい、入場料の区分は、最高の料金によるものとする。

４　「市内」とは、市内に住所を有する個人又は市内に事務所を置く団体若しくは法人をいい、「市外」とは、それ以外のものをいう。

５　「その他」とは超過時間をいう。

６　ホワイエのみを使用する場合は、半額とする。

多　　目　　的　　ホ　　ー　　ル　　使　　用　　料　（　Ｊ　ホ　ー　ル　）

使用料区分 使　　　　　　　　　　　　用　　　　　　　　　　　　料

使用区分
市　　　　　　　　　　　　内 市　　　　　　　　　　　外

その他の使用の場合

入
　
場
　
有
　
料

1,000円以下

2,000円以下

3,000円以下

3,000円超








